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２００６年 ３月２４日

江南市教育委員会

教育長 滝 孟 様

尾北教職員労働組合

執行委員長 丸地 修

学校職員の駐車料金問題についての質問書

日頃は、江南市の教育行政にご尽力いただきありがとうございます。

１月初めに、前回の質問書にご回答をいただきありがとうございました。回答書に対し

て、いろいろな疑問がありますので、もう一度質問させていただきます。

なお、尾北の多数の教職員からアンケートをとり、その結果も資料としてつけましたの

で、参考にしてください。

質問事項

（徴収の理由について）

１ 近隣の私立学校では、教職員から駐車料金を徴収していません。

・ 小中学校は義務教育を遂行していますので、なおさら市町は、学校職員を大切に取

り扱うべきです。駐車料金を徴収してはならないと考えられますが、いかがですか。

回答 市の方針として、施設の目的外使用に対して使用料を徴収するものであり、学校に

勤務する教職員を特別扱いすることは、市民に合理的説明ができない。ご理解をいた

だきたい。

２ 「民間企業は複利厚生施設として駐車場を保有しており、その保有が企業としてメリ

ットがあるからにほかなりません 」との返答をいただきました。。

学校施設における職員駐車場は、職員の通勤のためだけでなく、公務使用のためにも

必要です。また、学校施設においては、校舎裏などいわゆる「死に地」があり、ここを

有効活用して駐車場にしています。

・ 学校職員の駐車場は「福利厚生」以上の役目を持つことと、それに必要なスペース

が学校施設には十分あることを認められますか。

回答 敷地の有効活用には違いないが、無料で使用させることの説明はできない。

３ 「自己の所有する土地以外に駐車すれば、駐車料金を負担することは当然であり、税

金で賄われる市施設の一部が個人の常用駐車場として利用されることは、市民感情から

容認できないものです 」との返答でした。。

職員は、市民という個人ではありません。学校職員は、学校教育を遂行するという崇

高な使命を担っています。

・ 「個人の常用駐車場」ではなく、職員が勤務時間中に自動車を駐車して、職務を遂

行しています 「職員の勤務時間内の駐車場利用」となりますが、いかがですか。。
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・ 「市民感情から容認できないものです 」という点についてですが、学校職員の駐。

車場利用の必要性について、学校教育に責任を持つ貴教委が、市民にきちんと説明し

て、納得してもらうべきであると考えますが、いかがですか。

回答 通勤用自動車を学校施設内に駐車することが常態である。

後段、施設に駐車をしてはならないのではなく、通勤用自動車を駐車する場合にお

いて、使用に対する応分の負担を求めるものである。

（要綱について）

「 。」 。４ 平成１７年１０月３日の定例教育委員会で決定されたものです との返答でした

その会議録を読みましたが、審議が十分行われないまま決定されています。現場の実態

が全くといっていいほど理解されていません。

・ 要綱は白紙に戻し、現場の職員の意見を聞いていただきたいと考えますが、いかが

ですか。

回答 前段について、会議録は要点記載であり、審議が十分に行われないまま決定された

ものでない。後段、必要は認められない。

５ 緊急用等の車両を２台にした理由について 「学校以外の公用車のない市施設におい、

ては１台を指定することとしているが、施設規模を考慮し２台としたものです 」と返。

答いただきました。

・ ２台とすると、校務員の２台分で埋まってしまいます。校務員は減免されています

が、目的外使用の申請をするわけですので、必要な台数に入ります。実際、毎日市役

所や銀行などへ行くのに使用していますので、完全に公用車並の扱いとなります。こ

の点からだけでも、２台というのは学校現場の実情に合っていませんが、いかがです

か。

・ 学校施設は、他の市施設と違って緊急用等の車両がもっと多く必要です。学校職員

に直接意見を聞いて、台数を決めていただきたいと考えますが、いかがですか。

回答 前段、緊急用等の指定車両は、通常であれば使用料徴収対象とするものの中から指

定するものであり、校務員については、減免対象で緊急用等の指定の必要がないもの

である。

後段、施設規模を考慮し、２台としているものである。

（通勤について）

６ 「通勤は公務に準ずる行為である 」との返答をいただきました。。

・ 市職員とは違って、県費負担教職員は県が任命権者です。江南市内だけの異動をす

る市職員とは違い、市内外を異動します。そのため、江南市外からの通勤者が３分の

２となっています。通勤に自動車が必要なことは理解しておられますか。

江南市小中学校県費負担教職員の自宅所在地

江南市内 ３３％ 岐阜県 １７ 一宮市 １７

犬山市 １５ 扶桑・大口町 １５ 岩倉市 ７

名古屋市など ６
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・ 学校の多くが公共交通機関で通勤できない場所にあることと、自宅が市内から離れ

ていることから、二重の意味で自動車を使用しなければ通勤できません。事実、アン

ケートでは９４％の職員が自動車通勤という結果になっています。自動車通勤の必要

性は、市職員以上にあるということを認識しておられますか。

・ 教員の場合は、自分自身を自動車で運ぶだけでなく、教材などをたくさん自動車に

入れて持ち運びます。これも、市職員とは大きく異なります。この点からも自動車通

勤が必要であることは、理解していただけますか。

回答 学校施設が公共交通機関を利用して通勤できない場所にあるとのご意見ですが、名

鉄犬山線の江南、布袋、柏森の各駅、名鉄バス路線の緑ケ丘、江南団地バス停、東野

バス停、上奈良バス停、上奈良南バス停を最寄りの場所とすると、市内１５校の学校

施設までの距離は２キロメートル以内になる。十分に利用が可能であると考える。

（公用車登録について）

７ 「自家用車の公務使用と通勤用自動車の校内駐車とは別物と考える 「公用車登録。」

と使用料徴収とは関連しない 」との返答をいただきました。。

・ 例えば、午後出張に行く場合について考えてみます。午前中は、自動車を駐車して

校内で仕事をします。また、臨機応変に家庭訪問をしていますが、それまで校内に駐

車しているのです。駐車しなければ、これらのことができません。公用車であろうと

、公用車登録した自動車であろうと、使用時間以外は駐車が必要です。この点からも

、公務使用と校内駐車は密接に係わっていますが、いかがですか。

・ 学校には、公用車が配置されていません。個人の自動車を市が借用して使用させて

いるのですから、借用料を支払うべであると考えられますが、いかがですか。

回答 公用登録された通勤用自動車であっても、旅行命令によらなければ公務には使用で

きないことから、駐車している間は、通勤用自動車である。

なお、公務に使用される場合、旅費支給の対象になっていることに留意されたい。

（使用料減免について）

８ 瀬戸市や扶桑町では、公務に使用する分を５００円減免しています。江南市も減免す

べきであると考えますが、いかがですか。

回答 市の方針で定められていることであり、減免は考えていない。

９ 校務員については 「通勤手当相当額を支給していないので、目的外使用を許可のう、

え減免する 」という返答でした。。

教職員の場合、自動車通勤に対する通勤手当が少なく、自己負担が大きくなっていま

す アンケート結果では ３ ０００円を超えるが５１％になっています これは 通。 、 ， 。 、「

勤手当を支給していない」校務員の場合よりも負担額が大きいと思われますので、当然

減免にすべきであると考えますが、いかがですか。

回答 通勤手当支給額と駐車料金徴収とは別物である。必要性は認められない。

（使用料について）
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駐車料金について 「通勤用自動車を駐車する各施設の相続税評価額の総額を総面積10 、

で除した額（５８，０６０円／㎡ 」をもとに、計算式にあてはめて「現在２，１００）

円を徴収している 」と返答されました。。

・ 月額２，１００円というのは 「江南市職員等の通勤用自動車に係る行政財産使用、

許可に関する要綱」第６条で、学校施設を除く市の職員の額を定めたものです。学校

施設は、市役所など中心部に多く位置する施設と違って、評価額が５８，０６０円／

・より低いと思われます。学校施設についての「相続税評価額単価」を出していただ

きたいと考えますが、いかがですか。

・ 「学校施設を駐車場にして料金を徴収するのではない。学校施設の目的外使用とし

ての駐車に対する使用料を・・・負担していただくものです 」との返答をいただき。

ました。

ところが、市が示している計算式は、

月額使用料＝相続税評価額単価×４／１００÷１２月×１．０５（これをＡとする）

です。これだと休日や勤務時間外まで使用したことになります。

職員の場合は、勤務中のみの利用であり、休日等は市民に広く開放されています。

事実、職員が利用していない時は、運動場や体育館を利用する市民が、職員駐車場に

自動車を停めています。使用料の計算は、その使用に即したものにする必要がありま

す。

ア 休日は、年間に１２０日前後あります。

Ａ×２４５／３６５ およそＡ×２／３

となり、使用料は１，４００円となりますが、いかがですか。

イ 勤務日であっても、校外研修・職専免、あるいは年休・特休などで駐車しない日が

あります。これと、公務に自動車を使用する日を合わせると、少なくとも４０日はあ

ります。

Ａ×２０５／３６５ およそＡ×５６／１００

となり、１，２００円となりますが、いかがですか。

ウ 勤務していても、一日中使用しているのではありません。夜間に体育館を利用する

市民が、職員駐車場に自動車を停めています。職員が駐車している時間は１０時間前

後であると思われます。

Ａ×２０５／３６５×１０／２４ およそＡ×２３／１００

となり、４９０円となりますが、いかがですか。

回答 使用料は 「江南市行政財産の目的外に係る条例」第３条第１項第１号の規定に基、

づき月額を定めているものであり、日、時間の考慮は必要ないものと考える。

（市職員との統一的取り扱いについて）

市職員の使用料を学校職員にも準用するのは「市として統一的な取り扱いをするため11
の措置です 」という返答、また「平成１７年度から・・・市職員について徴収してお。

り、同様に市施設である学校に通勤用自動車を駐車する教職員についても徴収しようと

するものです 」との返答をいただきました。。

・ 準用すると、両者の不公平が広がってしまいます。市職員は評価額より低い使用料
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を支払い、学校職員は高い使用料を支払うだけではありません。

今でも、通勤で自動車が必要であること、そして公務にも使用すること、そして

それ以上に勤務条件が違います。教職員の通勤手当の額が低いこと、勤務時間中に休

憩はおろか休息もとれない実態、時間外勤務の多さ、家庭への持ち帰り仕事、そして

休日まで仕事をせざるを得ない実情などがあり、市職員との不公平さがありますが、

駐車料金徴収でその差がますます大きくなってしまいます。準用してはならないと考

えられますが、いかがですか。

・ 県費負担教職員は県の条例、市職員は市の条例にもとづいて勤務しています。例え

ば、教職員が、駐車料金徴収をやめてほしいと、市の公平委員会に措置要求を出して

も却下されてしまいます。市職員の場合は、このようなことはありません。

このことからもお分かりのように、市が県費負担教職員から駐車料金を徴収する

こと自体が間違っていますが、いかがですか。

回答 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、県費負担教職員の任命権者は県

教育委員会に属すが、その服務監督は市教育委員会が行うこととされている。市は管

理運営事項として、施設の目的外に対する使用料の徴収を定めており、市の方針に従

うことが必要である。

（目的外使用について）

職員の目的外使用はについて 「学校職員は施設に勤務するものであり、自己の通勤12 、

用自動車を学校施設に駐車することは目的外使用です 」との返答をいただきました。。

・ 職員は、学校教育法や学校管理規則などにもとづき、学校施設を勤務場所として、

児童・生徒の教育をつかさどります。その際、施設を使用して職務を遂行しますが、

いかがですか。

・ 駐車場利用も、施設使用の一部ですが、いかがですか。

回答 通勤用自動車を施設に駐車することは、職務の遂行にはあたらない。

また 「教職員の通勤用自動車の駐車場利用は、教育的利用ではないので、目的外使13 、

用許可が必要です 」との返答をいただきました。。

・ 学校教育を遂行するのに必要なものは、施設（土地・建物・美品・教具）だけでは

ありません。職員も、電気ガス水道も、あるいは経費も必要です。どれも欠かすこと

ができません。

自動車は学校職員だけでなく、教材・教具などの必要物をたくさん運 びます。

自動車を「教育的利用」していますので、その駐車も教育目的にかなってい ます

が、いかがですか。

回答 通勤用自動車を駐車している間は公務に使用されていないものである。

また 「江南市立小中学校等の施設は、江南市の行政財産で、その設置目的は小学校14 、

又は中学校の用に供するためのものであり、通勤用自動車の駐車は学校の設置目的には

該当せず、許可を受ける必要がある 」との返答をいただきました。。

・ 通勤用には、自動車だけではなく、スーツ・靴・傘・カバンといった個人の所有物
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が不可欠です。それらを学校施設内に置いて、職務を遂行しています。置くことがで

きなければ、設置目的が達せられません。つまり、自動車の駐車も設置目的に合って

いますが、いかがですか。

回答 学校施設は通勤用自動車の駐車場ではなく、通勤用自動車を学校施設に駐車するこ

とは教育活動とはならない。従って目的外使用にほかならない。

また 「学校施設の目的外使用としての駐車に対する受益者である教職員に負担して15 、

いただくものです 」との返答をいただきました。。

・ 私的な目的のために私的な時間に民間の駐車場を利用しているのではありません。

職員が、勤務時間中に、勤務場所に、準公務・公務に使用する自動車を駐車していま

す。駐車しなければ、職務に専念できません。職員が職務に専念していることは、個

人の利益の追求ではありませんが、いかがですか。

・ 職員は受益者ではありませんので、使用料を支払う義務はありませんが、いかがで

すか。

回答 使用者は自家用車を使用して通勤することを強要しておらず、勤務者の通勤方法は

、各個人により選択されているものである。

目的外使用許可は 「規則第２０条第１項第９号『市の事務、事業又は市の企業の遂16 、

行上やむを得ないと認めるとき 』によるものです 」との返答をいただきました。。 。

・ これは、学校の体育館や教室あるいは運動場などを、学校教育以外の市の用務に使

う場合であり、学校職員にはあてはまりませんが、いかがですか。

・ 職員の駐車場利用は、学校教育遂行上に必要なことですので、学校教育以外の市の

用務ではありません。従って、この項目はあてはまりませんが、いかがですか。

回答 教職員が、通勤用自動車を使用して通勤する場合に、その駐車場所が他になく学校

施設内に駐車する場合、遂行上やむを得ないと認めて許可するものである。

また、目的内使用は 「学校施設内における職員として行う校務全般です 」との返答17 、 。

をいただきました。

・ 職員は、校門を入った時点で勤務を開始しているのであり、校務の準備時間を含め

施設を使用しながら職務を遂行していますが、いかがですか。

・ 自動車の駐車もトイレの使用も、あるいは靴箱・ロッカー・机・椅子などの備品の

使用も、水道・電気・ガスなどの使用も含めて、学校施設のすべてを使用対象として

います。いずれか一つでも欠けると、職務を遂行することができません。ですから、

駐車場利用も「校務全般」の中に含まれますが、いかがですか。

回答 学校施設は通勤用自動車駐車場ではなく、通勤用自動車を学校施設に駐車すること

は教育活動とはならない。従って目的外使用にほかにならない。

（管理運営事項について）

「使用料徴収は、給与・手当等、身分に関するものではなく、市の管理運営事項で18
す 」との回答をいただきました。。
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・ 駐車料金徴収は、通勤にも関わりがあり、１年間に２万５千円以上の支払い義務が

あることからも、勤務条件の切り下げとなります。地方公務員法第５５条の「地方公

共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関し ・・・適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応、

ずべき地位に立つものとする 」があてはまりますので、管理運営事項にはならない。

と考えられますが、いかがですか。

回答 使用料は目的外使用許可を受け、通勤用自動車を駐車する場合に必要となるもので

あり、その選択は、個人の判断によるものと考える。

（まとめ）

職員は、勤務時間内に、準公務・公務に使用する自動車を、勤務場所に駐車して、職19
務を遂行しているのであり、使用料を支払う義務は一切ありません。

・ 要綱を白紙撤回し、駐車料金を徴収しないでいただきたいと考えますが、いかがで

すか。

・ さしあたって、４月１日実施を延期し、現場の意見を聞いていただきたいと考えま

すが、いかがですか。

・ それでも実施される場合は、全員を減免していただきたいと考えますが、いかがで

すか。

回答 「江南市教職員等の通勤用自動車に係る行政財産使用許可に関する要綱」に基づき

、平成１８年４月１日から施行する。


